
短期入所療養介護について 

□ 受給資格の確認 

説明を行うにあたり、ご利用希望者の介護保険被保険者証を確認させていただきます。 

□ ケアサービス 

短期入所療養介護については、要介護者等の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介

護サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリ

テーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供す

るにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士、その他専ら居宅サービスの提

供にあたる従事者の協議によって、居宅サービス計画が作成されますが、その際、利用者の希望を

十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

医  療：医師・看護師が勤務していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を

行います。 

介  護：短期入所療養介護サービス計画に基づいて実施いたします。 

機能訓練：原則として機能訓練室にて行いますが施設内でのすべての活動が機能訓練のためのリ

ハビリテーション効果を期待したものです。 

□ 生活サービス 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に 

立って運営しています。 

    療 養 室：個室、４人室 

        ＊個室の利用には、別途料金をいただきます。 

   食 事：朝食    8 時 00 分～ 

        昼食  12 時 00 分～ 

        夕食  18 時 00 分～ 

＊食事は原則として食堂でおとりいただきます。 

＊利用者が選定する特別な食事には、別途料金をいただきます。 

    入  浴：利用時に最低 1 回。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

   理 美 容：月１回（第３月曜日・火曜日）、理美容サービスを実施します。 

        ＊理美容サービスは、別途料金をいただきます。 

□ 他機関・施設との連携 

協力医療機関への受診：当施設では、病院・診療所や歯科診療所に協力をいただいていますので利

用者の状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしてい

ます。 

□ 緊急時の連絡先 

緊急の場合には、「緊急連絡先」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

□ 要望・苦情の連絡先 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい。 

また、要望や苦情なども、支援相談担当（橋本）までお寄せいただければ、速やかに対応いたします。

そのほか、「ご意見箱」もご利用下さい。 

なお、下記の連絡先にも苦情や相談等を申し立てることができます。 

・愛知県国民健康保険団連合会（電話：０５２－９７１－４１６５） 

・名古屋市介護保険課（電話：０５２－２３８－０５６７） 

・緑区役所介護保険課（電話：０５２－６２５－３９６４） 

 



重要事項説明書（短期入所療養介護） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・法人名称 ： 医療法人 コジマ会 

   ・施設名称 ： 介護老人保健施設 みどり 

   ・開設年月日 ： 平成 9 年 4 月 1 日 

      ・所在地  ： 〒458－0816 愛知県名古屋市緑区横吹町 1907 番 12 

   ・電話番号 ： （052）877－7788  

・ファックス番号 ： （052）877－7786 

   ・代表者名 ： 理事長 小嶋 純二郎 

      ・管理者名 ： 施設長 林 靖 

      ・介護保険指定番号： 介護老人保健施設（ ２３５１４８０００５号） 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生

活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を

営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、

また、利用者の方が居宅での生活を 1 日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハ

ビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただ

いた上でご利用下さい。 

  ［運営方針］ 

  利用者一人一人の個性を尊重し、個別の療養生活設定を行いながら、入所者自身の意思で選択 

できる療養生活を送っていただき、さらに在宅復帰のために家庭や地域社会を意識した環境造り 

を取り入れて、本人と家庭、地域社会との精神的な距離を徐々に縮めていくよう努めて参ります。 

（３）施設の職員体制 

 常 勤 非常勤 夜 間 備 考 

・管理者 １    

・医 師  ４ 連絡体制有り  

・薬剤師  ３   

・看護職員 １５ １２ ２  

・介護職員 ３３ ２４ ４  

・支援相談員 ３    

・理学療法士 ５    

・作業療法士 １    

・管理栄養士 １    

・介護支援専門員 ２    

・事務職員     

（４）入所定員等  ・定員１９２名（療養室：個室２０室、４人室４３室） 

２．サービス内容 

① 短期入所療養介護計画の立案 

②  食事（原則として食堂でおとりいただきます） 

   朝食   8 時 00 分～   昼食 12 時 00 分～   夕食 18 時 00 分～ 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には 2 種類の特別浴槽で対応します） 

④ 医学的管理・看護 



⑤ 介護 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション、クラブ活動等） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧  利用者が選定する特別な食事の提供 

⑪ 行政手続代行 

⑫ その他（これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくも

のもありますので、具体的にご相談ください） 

３．通常の事業の実施地域 

  通常の事業の実施地域を以下のとおりとする｡ 

名古屋市緑区・天白区、豊明市、東郷町の区域とする。 

４．支払い方法  

・毎月 15 日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払い下さい。

お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、口座振替または受付(一階事務所)にて現金でお支払い下さい。 

５．事故発生時の対応 

介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、すみやかに、ご家族、身元引受人等関係者

に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。事故が発生した場合、すみやかに損害を賠償します。

ただし、故意過失がない場合にはこの限りではありません。その際、当該事故発生につき甲に重過

失がある場合は、損害賠償の額を減じることができます。 

６．協力医療機関等 

   当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

・協力医療機関              ・協力歯科医療機関 

名 称：名古屋市立大学附属病院みどり市民病院  名 称：Vivo 丸の内デンタルクリニック  

 住 所：名古屋市緑区潮見が丘 1 丁目 77 番地   住 所：名古屋市中区丸の内一丁目 2 番 6 号  

５．施設利用に当たっての留意事項 

・健康保険被保険者証、老人手帳、老人医療受給者証、介護保険被保険者証等の確認をしますの

で、施設利用時には受付（一階事務室）にご提示下さい。 

・面会時間は曜日、祝祭日を問わず午前 9 時から午後 7 時までとします。面会の際には、1 階の

事務所にて訪問者記入票に記入（日時・訪問者氏名・利用者氏名・続柄）をし、面会許可印を

受け、面会時に各フロアの職員に渡して下さい。 

・外出を希望される場合は、所定の用紙に記載の上、前日までにナースステーションへ届け出て、

施設長の許可をお受け下さい。 

・外出中、救急事態等で受診された場合は速やかに施設にご連絡下さい。 

・飲食物等の持ち込みは前もって医師または看護師にご相談下さい。 

・喫煙は、灰皿のある指定の場所でお願いします。飲酒は、禁止といたします。 

・施設内では、貴重品や多額の現金を所持しないようにして下さい。多少の現金につきましては

受付（一階事務室）でお預かりします。 

・施設内にペット、火気及び危険物等は持ち込まないで下さい。 

７．非常災害対策 

   ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓等 

   ・防災訓練  年二回 

８．禁止事項 

   当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教

の勧誘、特定の政治活動」は全て禁止します。 

９．その他 

   当施設についての詳細は、パンフレットを用意していますので、ご請求下さい。 


